
 

外来種対策に関する企業向けガイダンス作成検討会 

設置要綱（案） 

 

１．目的 

近年の国内外の外来種問題をめぐる動向、令和７年３月に公表した「外来種被害防止行

動計画 第２版」等を踏まえ、外来種対策に関する企業向けガイダンス（仮称）を作成するた

め、「外来種対策に関する企業向けガイダンス作成検討会」（以下「検討会」という。）を設置

する。 

 

 

２．構成及び運営 

（１） 検討会は別紙に掲げる委員及び関係府省をもって構成する。 

（２） 検討会に座長を置き、委員より選出する。 

（３） 座長は議事を進行する。 

（４） 座長に事故等のやむを得ない事情があるときは、座長があらかじめ指名する委員が

その職務を代理する。 

（５） 座長は、必要に応じ、構成員以外の有識者の参加を求めることができる。 

（６） 検討会の会議資料及び議事概要は環境省のウェブページ上で公表する。。 

 

 

３．事務局 

 本検討会の事務局は、環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室が務める。事務運

営の一部を、環境省自然環境局から業務を受託した者が行う。 
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